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自民党新生会 平成 24 年 6 月議会 代表質問 岡村精二  
                          2012.6.25 10:55～ 

 

おはようございます。 

自由民主党、新生会の岡村精二です。 

先日、福岡で、九州大学医学部名誉教授で、九州大学付属病院院長、日本外科学会

の会長まで歴任された井口潔先生の講演をお聞きする機会がありました。 

先生は９０歳という、ご高齢にもかかわらず、午前午後、合わせて約５時間、立っ

たままで講演されました。 

何より感動したのは、冒頭の挨拶です。 

「私は長年、医療という仕事に携わり、研究成果や治療によって、多少なりとも、社

会に貢献したかもしれない。 

しかし、私は自分の人生を後悔している。もっと早く、医学的立場、特に脳細胞の

研究という分野から、霊長類ヒト科の動物であるヒトを、人間にまで育てる教育が、

いかに大切であるかということを、社会に訴えていれば、青少年の育成に、大きな貢

献ができていたと思う。 

私に残された時間は、そう長くないのです。だから、脳の成長に対応した教育の大

切さを、皆さんが伝えてほしい」 

と熱っぽく語られました。 

医学会において、偉大な足跡を残してこられた先生だけに「後悔している」との発

言は、衝撃的な驚きでした。  

８７歳で「ヒトの教育の会」を設立され、今なお、精力的に活動されている姿、そ

の志の大きさに感銘し、改めて教育の大切さを感じました。 

私は５８歳、井口潔先生の歳まで、まだ３２年もあります。 

「より良く生きるとは、志を持つということだ」と思わせて頂きました。 

我が新生会も、大きな志を持ち、県政発展と県民福祉の向上に、尽くして参りたい

と思います。 

それでは、通告に従い、代表質問をさせて頂きます。 

 

まず、二井県政の成果と、今後の課題についてお尋ねします。 

私が平成１１年４月、宇部市議会議員に初当選した時、最初に読んだ本が、二井知

事が就任２年目にあたる、平成１０年２月に作成された、３５９頁からなる『２１世

紀に自活できる、たくましい山口県の創造』というサブタイトルの付いた『やまぐち

未来デザイン２１』でした。 

地方自治と山口県のことを学ぶには、最高のテキストでした。 

マニフェストという言葉が、まだ流行語になる以前の本ですが、２０１０年を展望

した数値目標が掲げられ、使われている言葉も「何々になっています」と、断定的な

言い回しで、まさしくマニフェストであり、当時としては、珍しかったのではないか

と思います。 

さて、その本には二井知事の言葉として「今こそ、今後の時代の大きな変化や激し

い地域間競争にも、自主的、主体的に対応することのできる、たくましい県づくりを

積極的に進めていかなければなりません。 

幸いにも、本県は、アジアに近接し、西日本の結節点に位置する地理的優位性や、

美しい自然環境、暮らしやすい住環境、さらには、多彩な歴史や文化、力強く展開す
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る産業、そして何よりも、歴史と伝統に根ざした、新しい時代を切り開く、県民の大

きな力を有しています。 

私は、本県の持つ、こうした優れた特性を生かし、県民や市町村の方々と互いに力

を合わせ、共に力を出し合えば、必ずや、山口県は、その活力を大いに高め、いつま

でも、たくましく生き抜くことができる県になるものと、確信しています。」 

と書かれ、私は何度か、議会質問に使わせて頂いた思い出があります。 

「政治家はぶれてはいけない」と言いますが、１６年間の在任中、一貫して「県民力」

「地域力」という言葉を使われ、今期４年間は、最後の実行計画として「加速化プラ

ン」を策定され、これに掲げる諸施策の実現に向けて、邁進されてきました。 

しかし、リーマンショックに起因した、世界的な同時不況、長期にわたる景気の低

迷は、大幅な税収不足をもたらし、さらに多発した豪雨などの自然災害への、突発的

な財政支出など、国も県も借入金に依存した財政運営を、余儀なくされています。 

そのような中、知事は４期１６年間、山口県政の牽引役を、担って来られました。 

その間に、たとえば「山口きらら博」「国民文化祭」「山口国体・山口大会」「全国

植樹祭」などの大きなイベントを、成功させたことは、知事が「やまぐち未来デザイ

ン２１」で描いてきた県民力・地域力を発揮させた成果であると、受け止めています。 

また、鳥インフルエンザの発生時には、危機管理機能を発揮し、早急な対応をされ

るなど、数々の素晴らしい成果を、挙げて来られました。 

特に、災害時においては、平成１１年の台風１８号による高潮災害、平成２１、２

２年の豪雨災害など、県民の命に係わる事態に、全力で取り組まれ、その後の災害復

旧にも尽力されました。 

平成２２年７月の豪雨災害によるＪＲ美祢線の被害は、「そのまま廃線」と報じら

れる中、短期間での復旧を実現されたことは、沿線住民はもとより、県民の誇りとな

る成果です。 

また、公社改革については、土地開発公社、道路公社、住宅供給公社の三公社を、

同時に廃止したことも、全国でも例のない改革であり、高く評価するものです。    

このように知事として、１６年間、様々な県政の課題に取組んでこられた中で、特

にどのようなことが成果である、とお考えなのか、また、今後の課題は、何とお考え

かお伺いします。                           

  

次に、防災対策についてお尋ねします。 

平成２３年３月１１日に発生した、東日本大震災が与えた甚大な被害は「世界一の

地震多発国に暮らしている」ということを、国民が強く自覚する機会となりました。 

私は、震災発生から５回にわたり、現地視察を行っていますが、東日本を復興させ

るために、今、もっとも大きな課題は、雇用対策です。県外での避難生活を余儀なく

されている多くの方々は「仕事さえあれば、故郷に戻りたい」と願っています。 

しかし、雇用の核となる工場を建設しようにも、工業用地や港湾の一等地には、膨

大な瓦礫が山積みされ、放置されたままになっており、瓦礫の処理に対する賛否が、

大きな話題となっています。 

危機管理には、迅速な決断と、具体的な対応が求められますが、先送り状態となっ

ている政府の対応に、憤りを感じています。 

さて、国の巨大地震モデル検討会が、作成した、南海トラフの震源域が、日向灘よ

りも、さらに南西方向に拡大され、山口県への影響が懸念されています。 

山口県の瀬戸内海沿岸のうち、平成１１年の１８号台風による、高潮災害を受けて、
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堤防や護岸の嵩上げが、行われた地区は、南海トラフによる地震が発生した場合も、

十分に対応可能と考えられますが、その他の地区においては、高潮対策が進んでいな

い箇所もあり、津波の発生に、不安を訴える県民もいます。 

東日本大震災においては、津波の正しい知識を、住民が十分に理解していなかった

ために、津波による多数の犠牲者が生じており、住民に対して、津波の知識を周知す

ることや、津波避難計画の作成等を行うことが必要です。 

また、予想を超えた規模の大きな津波が発生したため、護岸施設が破壊され、住宅

や漁港、農地、農業用施設等に甚大な被害が発生していますので、堤防高や強度の確

保等についての検討を行うことも、必要であると感じています。 

今年度、県は「大規模災害・対策検討委員会」の報告に基づき、南海トラフによる

地震動・浸水予測等の、詳細調査を実施され、被害想定と津波等の防災対策について、

県地域防災計画の修正を行う、とされていますが、地震・津波対策について、避難計

画作成等のソフト対策や、堤防高の検討等を、どのように進められるのか、お伺いし

ます。 

 

次に、雇用対策と企業誘致についてお尋ね 

します。 

最初に、雇用対策についてです。 

県内の雇用情勢は、連続的な大型ＩＴ企業の工場閉鎖や、事業撤退、倒産などが相

次ぎ、多くの従業員が、離職を余儀なくされており、先行きに不安が高まっています。 

宇部市にも、ＮＥＣを母体とする「ルネサスセミコンダクタ九州・山口」の工場が

ありますが、大規模な人員削減などが行われることになると、地元経済への影響も大

きいため、大変危惧しているところであり、雇用や、地域経済を守っていく必要があ

ると考えます。 

こうした中、特に、５００人もの正社員の方が離職することとなった、光市の半導

体の工場では、離職者の方の再就職が、思うように進んでいない状況が生じており、

その要因として、離職者は、再就職について「今まで培った技能を地元の製造業の職

種に活かしたい」とした傾向が強く、また、給与面も考慮せざるを得ない世代が多い

のに対し、求人の方は、技能系以外の職種が多いなど、希望に合わないといったこと

により、再就職につながらないことが、多いようです。 

このことからも「地元で培った技能を地元で活かしたい」といった気持ちを尊重し

ながら、再就職先の会社の将来性などにも、着目するような助言などを行い、１日で

も早く再就職してもらい、安心して暮らせていけるよう支援していくことが、必要と

考えます。 

県では、若者就職支援センターの機能を活用したキャリアカウンセリング、民間教

育訓練機関による職業訓練の拡充、また工場閉鎖により、多くの離職者が見込まれる

周南・下関の両地域における地元市が、規模を拡大して実施する、雇用創出事業など、

総額３億６千万円を計上し、離職者等の雇用を後押しするなど、積極的な対応をされ

ており、大規模な企業の閉鎖、撤退などによる離職者等への、緊急対応として、県の

取組に大いに期待していますが、離職者の再就職の状況を踏まえ、今後、どのように

取り組まれるのか、お伺いします。 

 

次に、雇用創出につながる、企業誘致についてです。 

先般、医療機器メーカーのテルモの、山口テクノパークへの進出など「リスク分散」
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という意味での、企業の地方分散が進み、県内に、新たな雇用を生み出しています。 

本県は安定した地盤を持ち、自然災害である地震、津波などに対しても、全国有数

の安全地域であります。 

さらには、優良な港湾、高速道路網、さらに、空港を２つ持つという利点を、持っ

ています。 

私は、このような本県の特色を活かした企業誘致を、より一層推進していくことに

より、新たな雇用を創り出し、地域への多面的な波及効果も、期待できると考えます。 

そこでお尋ねしますが、県では、企業誘致に対し、どう取り組まれているのか、そ

の状況についてお伺いします。  

 

次に、土木建築行政についてお尋ねします。 

建設業は災害発生時や、その復旧復興にはなくてはならない、県民の命を守る、基

幹産業です。 

しかし、長期にわたる景気の低迷と、公共事業予算の削減、低価格入札等により、

建設業は危機的状態にあるのが、実状です。 

そこで、私は平成１９年以来、公共事業への積極的予算執行と、入札制度の改正の

ために、アンケート調査を行うなど、その対応に、積極的に取り組んで参りましたが、

今年２月議会で、執行部よりさらなる改正を行うとの、回答がなされ、５月１日より

入札時の調査基準価格が、予定価格の約８６％から約９０％に、判断基準額も同様に、

４ポイント引き上げられ、全国的にも、高水準となりました。 

また、厳しい財政状況のなか、一般会計歳出予算が６９５２億円と、前年比９３．

１％に留まるなか、公共事業費を８７０億円と、前年並みに確保されたことは、災害

対策の一面もありますが、低迷する建設業界にとっては、有難いことであり、執行部

の対応を、高く評価します。 

今後は、今回の改正による、建設業者の経営への効果が、どの程度表れるのかを、

観察していく必要がありますが、率直に申し上げて、現在の状況が、劇的に改善され

るとは、やはり考え難いと思います。 

結局のところ、公共事業予算頼みの面は、否めませんし、当然のことながら、建設

業者自身の、さらなる努力も必要だとは思います。 

しかし、基幹産業である建設業の振興に向けては、今後も、入札制度の改正のみな

らず、様々な面における、県の取り組みも必要だと考えます。 

そこで、県として、建設業の状況や課題を、どのように認識され、どのような取り

組みをされようとしているのか、お伺いします。 

 

次に、観光行政についてお尋ねします。 

人口減少が進む中、観光の振興は、交流人口の拡大を通じ、地域経済の活性化を図

るための、重要な戦略です。 

県では、国内外から、年間３千万人以上が訪れる「観光交流県やまぐち」の実現に

向け、「住み良さ日本一・元気県づくり・加速化プラン」の重点事業として「年間観

光客、３千万人構想」の実現を位置付けられ、これまで、デスティネーションキャン

ペーンをはじめとする、さまざまな取り組みを進めて来られました。 

そして、加速化プラン最終年となる本年は、「おいでませ！山口イヤー・観光交流

キャンペーン」を３月から８月まで、展開されているところです。 

ホームページを見ると「歴史に学べば、未来がときめく。日本スピリット山口」を
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テーマに、イメージアップＣＭも掲載され「源平合戦から、大内、毛利、そして幕末

維新と、日本の歴史の重要な舞台となり、その息吹、志を感じられる歴史遺産、観光

資源が、数多くある山口県」と紹介されています。 

特に、山口の「歴史物語」に焦点をあてた、魅力あふれるイベントや、おもてなし

を用意しているとのことですが、プレキャンペーンを含めた、期間中の観光客３千万

人という目標を、達成するためには、各種イベントの参加者数や、観光施設の利用者

数等の動向を踏まえながら、キャンペーン後半に向けた、一層の取り組みの強化が、

必要であると考えます。 

 先日公表された、観光客動態調査では、平成２２年は２，６８１万人、平成２３年

は２，７０２万人と、着実に成果を上げられているようですが、現在までの、観光客

の動向を踏まえた、キャンペーン目標の達成見込みや、観光イメージの向上をはじめ

とする、今後の取り組みについてお伺いします。 

 また、キャンペーン終了後には、経済効果など、取り組みの成果をしっかりと検証

し、次の観光政策へと、反映していくことが重要と考えますが、どのように進められ

るのか、お伺いします。 

 

次に、子どもに対する、福祉対策について、お尋ねします 

近年、親や同居人による児童虐待で、幼い命が奪われる事件が多発し、大きな社会

問題となっています。 

厚生労働省の平成２２年度児童相談所における、児童虐待相談対応件数によると、

主な虐待者は６０．６％が実母、２４．８％が実父、実父母以外の父母は合わせて、

７．５％で、６割近くが、実母によるものです。   

さらに、経済状況では、５２．５％が貧困層、普通は３１．５％、裕福な層は、２・

６％という、研究報告も示されております。 

児童虐待は、親としての資格そのものが問われる事件ですが、若くして結婚し、出

産、離婚ののち、苦しい経済状態の果ての事件というケースが、多数見受けられます。 

大阪府で起こった育児放棄による事件などは、許しがたいものであり、法の制裁を

受けるべきものです。 

しかしながら、孤立した若い母親に対して、第三者からのあたたかい支援、特に心

のケアがあれば、事態は、そこまで悪化しなかったのでは、ないでしょうか。 

平成２２年の国民生活基礎調査によると、全国には、７０万８千世帯の母子世帯が

おり、皆さん、日々一生懸命、歯を食いしばって子育てに勤しんでいます。 

そういった方々に必要なのは、困った時、苦しい時に、何でも相談にのってくれる、

心の支えではないかと思われます。 

私は、若い母親に対する、心の支えも含めた、総合的な母子家庭への福祉対策が必

要であり、また、命が奪われないまでも、虐待されて、心に大きな傷を負ってしまう

子どもが、現在でも多数いることも、また悲しい現実であり、早急に対応すべき課題

です。 

宇部市においては、昨年の春、念願だった中央児童相談所職員の宇部駐在が実現し、

このことにより、児童虐待への、より緊密で素早い対応が可能となり、知事をはじめ

関係者の方々の、ご英断とご努力に改めて、感謝申し上げる次第です。 

ただ、このことだけで、全ての児童虐待が防止できるわけではなく、引き続き、各

関係機関との連携のもと、しっかりと、児童虐待に対応していただきたい、と思って

います。 
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そこで、母子家庭への対応も含めた、児童虐待対策について、県はこれまでどのよ

うに取り組まれてきたのか、また今後どう取り組まれるのか、ご所見をお伺いします。 

 

次に、山口県教育についてお尋ねします。 

グローバル人材の育成について、２点のお尋ねです。 

グローバル化が加速する、２１世紀の世界経済の中にあっては、創造的で活力のあ

る、若い世代の育成が急務であり、国際的に活躍できる「グローバル人材」を育てて

いくことが、求められています。 

そのためには、異文化体験を通じ、諸外国の伝統、文化を理解できる、グローバル

な視野を養うこと、そして、とりわけ、豊かな英語力を養うことが、求められており

ます。 

近年、大学院の入学試験において、ＴＯＥＩＣを活用するところが増えており、英

語試験の免除の基準となる点数は、最低でも６００点、中には８５０点必要とする大

学院もあります。 

また、企業の新規採用試験においても、サムスンでは９００点、ＮＴＴコミュニケ

ーションズでは８５０点以上が求められるほか、入社後も、職種や海外勤務などの条

件として、富士通と三菱商事では８６０点、日立製作所、ＫＤＤＩ、日本マクドナル

ドでも８００点以上を、義務付けています。 

急速なグローバル化の中、韓国や中国では、いち早く小学校に、英語教育が導入さ

れたことから、この点に関しては、日本は１０年以上遅れをとっているとも言われて、

新しい学習指導要領では、小学校での外国語活動が必修化されるなど、我が国におい

ても、英語教育に対する取り組みが、本格化しています。 

こうした中、英語教育の充実のためには、これまで課題とされていた、コミュニケ

ーション能力を育成していくことが、必要であり、小学校から外国語活動を導入した

効果を、中学、高校へと、有機的につなげていくことが、重要であると考えます。 

また、子どもたちに目標を持たせて、効果的に、英語教育を進めていくという観点

では、ＴＯＥＩＣなどの、外部検定も活用しながら、取組みを進めていくことも、必

要かと思いますが、本県における今後の英語教育の充実に向けた取組みについて、お

伺いします。 

 

次に、グローバル人材として、幅広い視野を養うという観点から、高校生の留学支

援についてお尋ねします。 

文部科学省がまとめた、平成２０年度、「高等学校等における、国際交流等の状況

調査」の結果によりますと、３か月以上の海外留学をした生徒数は、延べ３，１９０

人となっており、前回調査の平成１８年と比較すると、１８．５％の減少となってい

ます。 

このことは、長引く不況の影響や、昨今、叫ばれている「内向き思考」の学生が増

えていることのほか、英語力に対する不安も、その要因の一つとなっていると思われ

ますが、グローバル化に逆行する、この傾向は決して、好ましい状況ではありません。 

こうした中、大阪府では国際的に活躍できる人材を育てようと「おおさかグローバ

ル塾」と称し、今年度から、府内の高校生や大学生を対象とした、海外留学支援に乗

り出し、留学に対応できる英語力や、コミュニケーション能力を身につけさせるため、

高校生向けの英語塾を開くほか、留学費用の一部を補助し、３年間で１，０００人を

新たに海外留学させる目標を掲げています。 
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また、福岡県も、海外の高校に留学する高校生に対して、留学に必要経費の２分の

１、最大５０万円を支給する制度をスタートさせているほか、熊本県は世界ランキン

グ５０位以内の、海外難関大学に留学する県内の高校生らに。各１００万円を助成す

るなど、積極的な支援策を講じています。 

本県においても、確かな英語力を身につけ、日本や諸外国の伝統、文化を理解でき

る幅広い視野を持った人材を育成するため、英語教育の充実とあわせ、海外留学への

積極的な支援が必要と考えますが、その取組みについてお伺いします。 

 

最後に、警察行政、特に、高齢者の交通安全対策についてお尋ねします。 

平成２３年の、県内の交通事故による死者数は７４人で、統計が残る昭和２６年以

降、最も少ない人数になっており、さらに本年は、５月末現在の統計ですが、死者数

が１７人で、昨年同期に比べ７人の減少、率にして２９．２％の減少となっています。 

これも各関係機関が、交通安全対策に、懸命に取り組んでこられた結果であり、関

係各位のご労苦に敬意を表するものです。 

さて、県内の運転免許の保有者数は約９３万７千人で、免許を持つことができる方

の４人に３人が、何らかの運転免許を持っています。 

また、高齢者の運転免許保有数は、約１８万９千人で、１０年前より約７万人増加

しています。 

高齢化率・全国第４位の山口県は、他県に比べ、高齢化の進む速度は速く、また、

核家族化や地域性により、病院や買い物に行くためには、どうしても、車が必要な方

がおられるのも事実です。 

今後、高齢者の運転免許保有数は、ますます増加すると思われ、高齢者の交通安全

対策が喫緊の課題です。 

そこで、高齢者の交通事故の発生状況を見てみますと、昨年中の高齢者の交通事故

による死者数は４３人で、全体の５８．１％、負傷者は１７２９人で、全体の１８．

７％となっています。 

交通事故による高齢者の死者数は、減少傾向にありますが、死者数全体に占める高

齢者の割合は、増加傾向にあります。 

特に、昨年の特徴としては、高齢ドライバーによる交通事故が、増加傾向にあり、

また、発生場所でみますと、亡くなられた方の約４割が、国道で亡くなられ、ケガを

された方の約半数は、市道や町道など、いわゆる生活道路で事故に遭われています。 

このような現状の中、より積極的な、高齢者の交通安全対策が、必要と考えますが、

最近の高齢者の死亡事故を、どのように分析し、 今後、どのように取り組んでいか

れるのかお伺いします。 

 

以上で、自民党新生会としての代表質問を終わります。 

ご静聴、ありがとうございました。 

 


